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水災における緊急安全確保に資する効果的な情報提供に関する検討会 

規約 

（名称） 

第１条 本検討会は、「水災における緊急安全確保に資する効果的な情報提供に関する検

討会」（以下「検討会」という。）と称する。 

（目的）  

第２条 検討会は、水防の全国的な総括者である国土交通省が主催し、水災時の緊急安

全確保に関する情報提供について、河川管理者・海岸管理者・下水道管理者、水防を

担当する都道府県知事及び国土交通大臣、水防管理者・市町村長の連携を踏まえた上

で、制度的・技術的な検討を行うことを目的とする。 

（委員の任命） 

第３条 委員は、有識者等から、水管理・国土保全局長が任命する。 

２ 検討会は、別紙に掲げる有識者等で構成する。 

（検討会） 

第４条 検討会に座長を置き、検討会に属する委員のうちから、水管理・国土保全局長

が指名する。 

 ２ 座長は、議長として検討会の議事を整理する。 

 ３ 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、検討会に出席してその

意見を述べる又は説明を行うことを求めることができる。 

 ４ 検討会は、原則として非公開で開催する。 

５ 検討会における配付資料は、国土交通省ホームページに公開することを原則とする。

ただし、座長の判断により非公開とすることができる。 

６ 検討会における議事要旨は、検討会後速やかに作成し、あらかじめ座長に確認の上、

国土交通省ホームページに公開するものとする。 

（事務局） 

第５条 検討会の事務局は、国土交通省水管理・国土保全局河川環境課水防企画室、河

川保全企画室、河川計画課河川情報企画室、海岸室及び大臣官房参事官（上下水道技

術）付に置く。 

２ 事務局は、会議の運営に関する事務その他の事務を処理する。 

（雑則） 

第６条 この規約に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が定め

る。 

（附則） 

この規約は、令和７年１２月１９日から施行する。 
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（関係省庁） 
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○：座長 

（敬称略、五十音順） 

別 紙 


